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１ 現状の分析 

１ 現状の分析 
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1-1 大学卒業までにかかる教育費 

大学卒業までにかかる平均的な教育費（下宿費、住居費等は除く）は、全て国公立
でも約800万円。全て私立だと2,200万円に上る。 
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1-2 奨学金利用状況 ［受給者率 全国の状況］ 
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奨学金の受給者率は全国的に増加傾向 
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1-3 大学生の収入の推移 ［大学昼間部 全国の状況］ 
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（単位：万円） 

仕送り額の減少により収入の絶対額が減少傾向で
ある一方、奨学金の割合が上昇 



1-4 高等教育段階における教育費の家計負担の増加 

 大学：   51.5% 
 短大：   5.2% 
 高専4年次： 0.9% 
 専門学校： 22.4% 

18歳人口は、平成21～32年頃までほぼ横ばい
で推移するが、33年頃から再び減少すること
が予測されている。 
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1-5 奨学金の貸与額と返還額（無利子奨学金） 

※月収26万1千円（毎月勤労統計調査（H26年3月））、有利子奨学金貸与利率0.82%（H26年3月貸与修了者固定利率）として試算 

返済月額 25,600円×１０年 
月収に占める割合   10.2% 
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1-6 奨学金返還延滞者の推移  （独）日本学生支援機構奨学金 

奨学金の事業規模が全体として増加しているため、延滞者数は同様に増加傾向。 
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1-7 高等教育機関（大学院除く）を卒業した者の年齢別所得割合 

（出典）平成１９年度就業構造基本調査 

30代から50代の高等教育機関を卒業した者のうち約３割の者が、年収300万円を
下回る状況。 
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1-8 奨学金返還負担軽減のための制度 

返還猶予制度 返還免除制度 

減額返還制度 延滞金の賦課率の低減 

所得連動返還型制度 

■災害や傷病、生活保護受給、経済困難、失業等により返
還が困難となっ た場合は、本人の申請により、その返還の期 
限を猶予することができる。 
■一般猶予の期間の上限１０年については、 平成２６年度
に５年から１０年に延長したところ。 

■返還者が死亡又は障害等により返還不能となった場合に
は、申請により 返還の全部又は一部を免除する制度 

■返還者が災害や傷病、経済困難の事由により返還が著しく困
難となった場合、本人の申請に より、一定期間返還月額を１／
２に減額して、適用期間に応じた分の返還 期間を延長すること
ができる。 
■本制度により最長１０年間にわたって毎月 の返還額を減額す
ることが可能である。この制度は平成２３年１月に創設 された。 

■平成２４年度から、家計の厳しい世帯（奨学金申請時の家計支持者の年 収３００万円以下相当）の学生等を対象とし、無利子奨学
金の貸与を受け た本人が卒業後に一定の収入（年収３００万円）を得るまでの間は、本人 の申請により、返還を猶予する現行の所得
連動返還型奨学金制度を導入し た。 
■この制度の適用対象者は貸与開始時の家計支持者の年収によっ て決定され、奨学生本人の申請は必要とされない。  

■平成２６年３ 月以前の延滞金賦課率は１０%であったが、平
成２６年４月以降に生じる 延滞金については、延滞金賦課率
が５％に引き下げられた。  

※本市奨学金においても制度化 ※本市奨学金においても制度化 
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1-9 本市の奨学金制度について （概要・貸付実績等） 

区分 高校生 高専生 大学生・専修学校生 

奨学金区分 無利子貸与型 無利子貸与型 無利子貸与型 

貸与月額 月額 2万円 月額 2万9千円 月額 4万円 

貸与要件 ・市内に引き続き１年以上住所を有し、または有していたこと 
・経済的な理由で就学が困難であること 
・他の奨学金を受けていないこと 

返還条件 貸与終了後、全額を10年以内に返還 

■貸付実績（新規貸付者＋継続貸付者） 

■奨学金の種類 
■原資 

奨学金貸付金基金（24基金）を原資として貸与。 
 

基金額：90,413千円 

    株券 7,119株 

   （H27年度末現在） 

 年々、貸付者が 
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1-10 本市の奨学金制度について （返還状況） 

■奨学金返還 収入状況 

奨学金返還の未納額・未納者数とも年々増加傾向 
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1-11 若者の流出状況  
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年代階級別人口移動の推移（いわき市女性） 13 年代階級別人口移動の推移（いわき市男性） 

年代階級別人口移動の推移 県内自治体比較 

高校卒業世代は継続的に流出超過している一方、Uターン就職性大の流入超過幅が年々減少。 

県内他自治体と比較し、高校卒業世代の
流出超過が顕著 
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２ 奨学金返還支援事業 
について 

２ 奨学金返還支援事業について 



2-1 事業の背景及び取組みの方向性 

近年の経済状況により、家計の収入が減少。 

その一方で授業料は上昇。➡ 家計を圧迫 
 

奨学金による支援を受ける学生が増加。 
 

雇用慣行の変化による非正規雇用の増加。 

➡ 所得の伸び悩み 

学生等の置かれた経済的状況 

本市においては、若者の流出が顕著な
状況が続いており、若者の定着を図る
ための施策展開が求められている。 

本市における若者の社会動態 

奨学金返還に係る負担軽減を図るとともに、若者の定着を図る施策として、本市へ就職した
者に対する奨学金返還支援を制度化する。 

本市としての取組みの方向性 

既存の貸与型奨学金とは別に、新たに制度を構築する。 

既存の貸与型奨学金についても、利用を促進する制度変更を検討する。 

15 
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2-2 国・他自治体の動き 

平成27年４月  総務省「奨学金を活用した大学生等の地方定着促進要綱」策定。 

         奨学金返還基金への自治体の出捐に対し特別交付税措置を講じる。 
 

平成28年３月  安倍首相、国として給付型奨学金創設を表明。 
   

平成28年７月  ふるさと応援税制（企業版ふるさと納税）において奨学金返還 

         基金への積立等について事業推奨。 

         福井県、鳥取県、長崎県が事業採択。   
 

平成28年７月  文科省が給付型奨学金 検討チーム設置。 

         平成30年度の導入を目指す。 
 

平成28年8月   平成29年度予算概算要求に、希望者全員が無利子奨学金を活用 

                        できるよう拡充を要求。 

                        給付型奨学金については事項要求。 

国の動き 

他自治体の動き 

[都道府県]  福島県、徳島県、福井県、鳥取県、長崎県が制度化 
[市町村]   旭川市、東大阪市、和歌山市が制度化に向けた検討を進めている 
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2-3 県の動き 

福島県においては、本年10月より奨学金返還支援制度を実施予定。 

種
別
・要
件 

区分 地方創生枠（４ヵ年） 一般枠（２ヵ年） 備考 

対象業種 再エネ・医療、ロボット、輸送用機械、電子デバイ
ス、６次化等重点推進分野 

〃 該当する業種の県
内企業に就職し、5
年を経過した者を
支援の対象とする。 

対象学生 大学生（理系） 大学生、大学院生（文系・理系） 

実施期間 H29～31年度 H28～31年度 

募集人数 (H28) 0名  (H29～31) 10名×3ヵ年 (H28) 50名  (H29～31) 40名×3ヵ年 

選考時期 大学入学時 ３学年進級、修士進学時 

対象奨学金 地方創生枠（日本学生支援機構） 
月額64,000円 × ４年分 

第１種奨学金（日本学生支援機構） 
月額64,000円 × ２年分 

地元就職期間 ５年間 〃 

（予
定
） 

予
算
規
模 

区分 28年度 29年度 30年度 31年度 合計 

事務費 1,234千円 1,234千円 1,234千円 1,234千円 4,936千円 

基金への県出捐額 76,880千円 92,160千円 92,160千円 92,160千円 353,280千円 

基金への民間出捐額 （補正）今後調整 今後調整 今後調整 今後調整 

特別交付税措置 ※ 最大50% 最大50% 最大50% 最大50% 

対象となる業種を、県が重点的に推進する分野に限定している。 
4ヵ年枠では募集人数が10名と少なく、また、理系学生に限定している。 
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2-4 県事業の期間イメージ 

H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 
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2-5 市独自の制度設計の必要性について 

県の制度設計においては、対象となる業種を、県が重点的に推進する分野に限定しており、 
本市における産業構造を勘案すると、該当しない事業所が多くなる。 

県の制度設計について 

募集人数が全県で４ヵ年支援が10名、2ヵ年支援が40名と少なく、本市出身の学生への割
り当ては限定的になる。 

４ヵ年支援では対象者が理系学生に限定されている。 

県の制度設計においては、次の点が懸念されるところ。 

より多くの学生を支援するため、より柔軟な制度設計のもと、本市独自の
奨学金返還支援制度を構築する必要があるのではないか。 


